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６
月
10
日
、
厚
労
省
に
お
い
て
介
護
職

が
行
う
医
療
行
為
の
検
討
会
を
開
き
、
た

ん
の
吸
引
や
チ
ュ
ー
ブ
を
通
し
て
流
動
食

を
取
り
入
れ
る
経
管
栄
養
の
２
業
務
に
つ

い
て
基
本
的
に
認
め
、
年
内
に
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
作
り
、「
モ
デ
ル
事
業
」
を
行
い
、

安
全
性
を
確
認
し
た
上
で
来
年
度
か
ら
実

施
を
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。「
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
看
護
職
員
と
介

護
職
員
の
連
携
に
よ
る
ケ
ア
の
あ
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」
は
今
年
２
月
か
ら
特
養

の
介
護
職
が
行
う
医
療
行
為
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。

　

資
格
が
な
い
介
護
職
員
が
特
養
の
入
所

者
に
、
た
ん
の
吸
引
、
経
管
栄
養
な
ど
の

医
療
行
為
を
す
る
の
は
違
法
行
為
に
あ
た

る
。
医
師
法
の
第
17
条
で
規
定
し
て
い
る

医
業
は
、
医
療
行
為
を
業
務
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
。
不
特
定
多
数
の
人
に
業
務
と

し
て
医
療
行
為
を
行
う
も
の
で
、例
え
ば
、

イ
ン
ス
リ
ン
の
自
己
注
射
や
家
族
か
ら
注

特
養
に
お
け
る
介
護
職
の
医
療
行
為
を
認
め

モ
デ
ル
事
業
を
開
始

射
し
て
も
ら
う
行
為
は
業
務
に
当
た
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
は

糖
尿
病
患
者
が
イ
ン
ス
リ
ン
注
射
を
し
た

り
、
家
族
に
注
射
し
て
も
ら
っ
て
も
、
医

業
に
は
あ
た
ら
な
い
。
看
護
師
は
医
師
の

指
示
が
あ
れ
ば
医
療
行
為
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
介
護
職
員
に
は
、
医
師
や
看

護
師
の
指
示
が
あ
っ
て
も
医
療
行
為
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
。

高
齢
者
の
増
加
は
医
療

依
存
度
の
高
さ
に
比
例

　

医
療
機
関
に
従
事
す
る
医
師
、
看
護

師
の
人
材
確
保
が
急
迫
す
る
と
い
う
状

況
、
高
齢
者
が
増
加
す
る
推
計
、
平
均
在

院
日
数
の
短
縮
化
、
療
養
病
床
の
削
減
な

ど
で
、
医
療
依
存
度
の
高
い
要
介
護
者
が

在
宅
、
施
設
に
あ
ふ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
２
０
０
３
年
３
月
に

は
Ａ
Ｌ
Ｓ
患
者
の
在
宅
療
養
で
の
家
族
の

夜
間
の
特
養
看
護
職
員
は
２
〜
３
％

負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
一
定
条
件
で
家

族
以
外
の
者
の
た
ん
の
吸
引
を
許
す
こ
と

に
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
17
年
に
は
医
師

法
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
報
の
解
釈
通

知
で
、
爪
の
手
入
れ
、
座
薬
挿
入
な
ど
の

医
療
行
為
で
な
い
も
の
が
示
さ
れ
た
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
要
介
護
度

の
高
い
高
齢
者
の
生
活
の
場
と
し
て
存
在

し
て
き
た
。
２
０
０
０
年
度
の
ス
タ
ー
ト

時
に
は
入
所
者
の
要
介
護
度
は
軽
度
か
ら

重
度
ま
で
あ
っ
た
が
、
２
０
０
６
年
の
省

令
改
正
で
要
介
護
度
４
、５
の
高
齢
者
を

優
先
的
に
入
所
さ
せ
る
ル
ー
ル
が
確
立
し

た
。
要
介
護
度
の
重
度
化
は
必
然
的
に
医

療
依
存
度
の
高
さ
も
示
し
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
昨
年
９
月
〜
10
月
に
か
け
て

「
特
養
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る

実
態
調
査
」
を
行
い
、
３
３
７
０
施
設
か

ら
回
答
を
得
た
。
９
時
か
ら
５
時
ま
で
の

昼
間
帯
に
「
看
護
職
員
が
い
る
」
と
答
え

た
の
は
３
３
１
６
施
設
（
99
・
８
％
）
と

ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
看
護
職
員
が
い
る
状

況
だ
が
、
深
夜
帯
22
時
か
ら
６
時
で
は
87

施
設
（
２
・
６
％
）、
準
夜
帯
20
時
か
ら
22

時
で
は
１
１
２
施
設
（
３
・
４
％
）
と
極

端
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

特
養
で
行
わ
れ
る
医
療
ケ
ア
で
は
、「
服

薬
管
理（
麻
薬
の
管
理
を
除
く
）74
・
６
％
、

「
経
鼻
経
管
栄
養
及
び
胃
ろ
う
に
よ
る
栄

養
管
理
」
９
・
９
％
、「
吸
引
」
５
・
３
％
、

「
創
傷
処
置
」４
・
６
％
、「
浣
腸
」３
・
７
％
、

「
摘
便
」
３
・
７
％
と
な
っ
て
い
る
（
複
数

回
答
）。

　

吸
引
に
つ
い
て
は
、「
咽
頭
手
前
ま
で
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の
口
腔
内
」
を
実
施
す
る
者
は
8
・
０
％
、

「
鼻
腔
」
は
51
・
８
％
、「
咽
頭
よ
り
奥
・

気
管
切
開
」
は
31
・
１
％
で
あ
っ
た
。

　

経
管
栄
養
で
は
経
鼻
経
管
栄
養
の
実

施
回
数
は
３
回
／
日
95
％
が
最
も
多
く

な
っ
て
い
る
。

　

調
査
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
検
討

会
の
委
員
か
ら
、
違
法
行
為
で
あ
る
介

護
職
の
医
療
的
ケ
ア
の
実
態
を
調
査
す

る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
実
態
と
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
す
る
委
員
の
評
価
も
あ
っ

た
。
医
療
関
係
者
か
ら
は
医
療
行
為
が

で
き
る
施
設
を
増
や
す
こ
と
が
先
決
と

の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。

　

昨
年
11
月
に
公
表
さ
れ
た
「
安
心
と

希
望
の
介
護
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
は
、
経
管

栄
養
、
た
ん
の
吸
引
な
ど
の
医
療
行
為

の
で
き
る
「
療
養
介
護
士
（
仮
称
）」
の

新
設
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
今
回
の
検

討
会
の
裁
定
に
よ
り
、
介
護
職
の
医
療

行
為
が
認
め
ら
れ
、
違
法
行
為
か
ら
も

解
放
さ
れ
る
。
介
護
福
祉
士
養
成
課
程

の
見
直
し
や
介
護
職
員
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

の
施
策
に
従
っ
て
介
護
業
界
の
見
直
し

が
行
わ
れ
る
。


